
東 日 本 大 震 災 に 対 処 す る た め の 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広  

域 連 合 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 特 例 に 関  

す る 規 則  

             平 成 ２ ３ 年  ６ 月 １ ４ 日  規 則 第 ４ 号  

             平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日  規 則 第 ８ 号  

 

 東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 を 支 援 す る 活 動 を 行 う 場 合 に お け る 長 崎 県

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 勤 務 時 間 、休 暇 等 に 関 す る 規 則（ 平 成

１ ８ 年 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 則 第 ３ 号 ）別 表 第 １ ９ 号 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、同 号 中「 地 震 、暴 風 雨 、噴 火 等 に よ り 相 当 規 模

の 災 害 が 発 生 し た 」 と あ る の は 「 東 日 本 大 震 災 の 」 と 、「 地 域 」 と あ

る の は 「 地 域 若 し く は 東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 を 受 け 入 れ て い る 地 域 」

と 、「 ５ 日 」 と あ る の は 「 ５ 日 （ 東 日 本 大 震 災 に 際 し 災 害 救 助 法 （ 昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 １ １ ８ 号 ）が 適 用 さ れ た 市 町 村（ 東 京 都 の 市 町 村 を 除

く 。） の 区 域 内 に お い て 、 ア に 掲 げ る 活 動 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 ７

日 ）」 と す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ こ の 規 則 の 失 効 ）  

２  こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 規 則 第 ８ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


